
令和７年度第２回（第１８６回） 

福岡市都市計画審議会 議案参考資料 

（ 頁 ） 

■ 福岡市に設置する特殊建築物の敷地の位置 ・・・・（参‐1）

（建築基準法第５１条ただし書き許可）

■ 福岡市景観計画の変更（景観法に基づく意見聴取） ・・・・（参‐10）

令和７年１０月１４日（火） 

TKP エルガーラホール（中ホール） 
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○建築基準法第51条の規定により、ごみ処理施設などの建築物の新築又は増築等を行うにあたっ
ては、都市計画においてその敷地の位置が決定していないものは、同法ただし書きの規定に基
づき、都市計画審議会の議を経たうえで特定行政庁（福岡市）が都市計画上支障ないと認めて
許可する必要がある。

○今回の施設は、令和９年２月から開始する家庭ごみのプラスチック分別収集に向けて、公募に
より決定した事業者によって計画されているものであり、周辺環境に与える影響がほとんどな
い計画であることから、一般廃棄物中間処理施設の敷地の位置について、建築基準法第51条の
許可に先立ち、都市計画審議会に付議するものである。

○当該地は、東区箱崎ふ頭の準工
業地域内にあり、敷地の周辺に
住宅の立地はない。

○当該地へは、主に市道松島貝塚
線から臨港道路を経て廃棄物が
搬出入される。

○計画敷地には、現状、許可申請
者による産業廃棄物の中間処理
施設（廃プラスチック類、木く
ず等）が立地している。

○今回、建築物の増築を行い、
廃プラスチック類の一般廃棄物
中間処理施設を新設するもの。

＜予定施設の概要＞
・計画敷地
:東区箱崎ふ頭四丁目13-1

・敷地面積:5,936㎡
・施設面積:2,034㎡ ※全体 4,014㎡

・建物階数:地上２階
・構 造:鉄骨造
・処理能力（稼働時間 8時間）
:廃プラ類 圧縮梱包 192ｔ/日
※一般廃棄物の処理能力が5t/日を超える
ため許可対象

廃棄物運搬車両の
主要搬出入ルート

計画敷地

準工業地域

貝塚駅

計画敷地

計画敷地

計画敷地

北西側より

南西側より
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○環境省が定める調査指針に基づき、事業者により生活環境影響調査を実施した結果、本施設を
設置することにより発生する騒音・振動等について周辺環境に与える影響は少なく、現況とほ
とんど変わらないことを環境局で確認しており、支障はないものと考えられる。

○運搬車両は主に幹線道路を通行することから、生活道路を経由せず、生活環境への影響はほと
んどないものと考えられる。

収 集

廃プラスチック類

破 袋

収集袋を破袋

圧縮梱包

金属類を除き、圧縮梱包

出 荷

再資源化施設へ出荷

令和７年３月 一般廃棄物処理施設設置計画書の提出（環境局）
令和７年10月 都市計画審議会に付議、建築基準法に基づく特殊建築物の敷地の位置の許可
令和８年１月 廃棄物処理法に基づく一般廃棄物処理施設設置の許可（環境局）

敷地境界線

出入口

建築物の部分
（許可対象）

圧縮梱包機等

①受入

廃プラスチック類（一廃）

廃プラスチック類、木くず等（産廃）

②破袋
③金属類
除去

④圧縮梱包

12,800

保管庫

6,300

臨港道路 護岸

事務所棟
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○建築基準法第51条の規定により、ごみ処理施設などの建築物の新築又は増築等を行うにあたっ
ては、都市計画においてその敷地の位置が決定していないものは、同法ただし書きの規定に基
づき、都市計画審議会の議を経たうえで特定行政庁（福岡市）が都市計画上支障ないと認めて
許可する必要がある。

○今回の施設は、令和９年２月から開始する家庭ごみのプラスチック分別収集に向けて、公募に
より決定した事業者によって計画されているものであり、周辺環境に与える影響がほとんどな
い計画であることから、一般廃棄物中間処理施設の敷地の位置について、建築基準法第51条の
許可に先立ち、都市計画審議会に付議するものである。

○当該地は、西区大字太郎丸の市
街化調整区域内にあり、敷地の
周辺には農地があるほか、廃棄
物処理施設が立地している。

○当該地へは、主に県道85号線
及び学園通線から県道566号線
を経て廃棄物が搬出入される。

○計画敷地には、現状、許可申請
者による一般廃棄物の中間処理
施設（空きびん・ペットボトル
類）が立地している。

○今回、既存の建築物内に廃プラ
スチック類の一般廃棄物中間処
理施設を新設するもの。

＜予定施設の概要＞
・計画敷地
:福岡市西区大字太郎丸字中割
801－１

・敷地面積:11,703㎡
・施設面積:2,728㎡ ※全体 5,120㎡

・建物階数:地上２階
・構 造:鉄骨造
・処理能力（稼働時間 8時間）
:廃プラ類 圧縮梱包 144ｔ/日
※一般廃棄物の処理能力が5t/日を超える
ため許可対象

廃棄物運搬車両の
主要搬出入ルート

市街化調整区域（白地）

計画敷地

九大学研都市駅

計画敷地

県道５６６号線

計画敷地

計画敷地

南側より

西側より
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○環境省が定める調査指針に基づき、事業者により生活環境影響調査を実施した結果、本施設を
設置することにより発生する騒音・振動等について周辺環境に与える影響は少なく、現況とほ
とんど変わらないことを環境局で確認しており、支障はないものと考えられる。

○運搬車両は主に幹線道路を通行することから、生活道路を経由せず、生活環境への影響はほと
んどないものと考えられる。

令和７年３月 一般廃棄物処理施設設置計画書の提出（環境局）
令和７年10月 都市計画審議会に付議、建築基準法に基づく特殊建築物の敷地の位置の許可
令和８年１月 廃棄物処理法に基づく一般廃棄物処理施設設置の許可（環境局）

県道５６６号線

保管庫

①受入②破袋

③金属類
除去

④圧縮梱包

廃プラスチック類 空きびん・ペットボトル

収 集

廃プラスチック類

破 袋

収集袋を破袋

圧縮梱包

金属類を除き、圧縮梱包

出 荷

再資源化施設へ出荷

機械室

敷地境界線

出入口

建築物の部分
（許可対象）

圧縮梱包機等
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○建築基準法第51条の規定により、ごみ処理施設などの建築物の新築又は増築等を行うにあたっ
ては、都市計画においてその敷地の位置が決定していないものは、同法ただし書きの規定に基
づき、都市計画審議会の議を経たうえで特定行政庁（福岡市）が都市計画上支障ないと認めて
許可する必要がある。

○今回の施設は、建設現場で発生した木くずを再資源化する循環型社会に寄与するものであり、
周辺環境に与える影響がほとんどない計画であることから、産業廃棄物中間処理施設の敷地の
位置について、建築基準法第51条の許可に先立ち、都市計画審議会に付議するものである。

○当該地は、西区大字太郎丸の市
街化調整区域内にあり、敷地の
周辺には農地があるほか、廃棄
物処理施設が立地している。

○当該地へは、主に学園通線から
県道566号線を経て廃棄物が搬
出入される。

○計画敷地の一部には、現状、
許可申請者による再資源化施設
（古紙等）が立地している。
○今回、建築物の建替えを行い、
木くずの産業廃棄物中間処理施
設等を新設するもの。

＜予定施設の概要＞
・計画敷地
:福岡市西区大字太郎丸字上割
800－1他9筆

・敷地面積:9,897㎡
・施設面積:602㎡（全体 5,465㎡）
・建物階数:地上１階
・構 造:鉄骨造
・処理能力（稼働時間 8時間）
:木くず 破砕処理 56ｔ/日
※産業廃棄物（木くず）の破砕施設の処理
能力が5t/日を超えるため許可対象

※今回新設するその他の施設は許可対象外

廃棄物運搬車両の
主要搬出入ルート

市街化調整区域（白地）

計画敷地

九大学研都市駅

計画敷地

北側より

計画敷地

計画敷地

県道５６６号線

南側より
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○環境省が定める調査指針に基づき、事業者により生活環境影響調査を実施した結果、本施設を
設置することにより発生する騒音・振動等について周辺環境に与える影響は少なく、現況とほ
とんど変わらないことを環境局で確認しており、支障はないものと考えられる。

○運搬車両は主に幹線道路を通行することから、生活道路を経由せず、生活環境への影響はほと
んどないものと考えられる。

令和６年11月 産業廃棄物処理施設計画書の提出（環境局）
令和７年10月 都市計画審議会に付議、建築基準法に基づく特殊建築物の敷地の位置の許可
令和８年６月 廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設設置の許可（環境局）

収 集

木くず

破 砕 出 荷

燃料用チップ等として出荷

紙くず等混合廃棄物

選別・圧縮梱包

廃プラ類等

圧縮梱包選別・圧縮梱包

木くず

②破砕

①受入

敷地境界線

出入口

建築物の部分
（許可対象）

破砕機

7,050

受入れ後、破砕処理
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217件
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